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Tax Analysis 
 
 

「資本項目外貨業務ガイドラ

イン（2023年版）」（意見募
集稿）の公布 
国内居住者個人の特別目的会

社にかかる外貨登記管理の新

しい動向 
 
資本項目外貨業務の処理効率をより一層向上させ、業務プロセスを簡素化し、

実体経済向けサービスを最適化するために、国家外貨管理局は「資本項目外貨

業務ガイドライン（2020年版）」（以下、「2020年版ガイドライン」）を改
訂・整備し、「資本項目外貨業務ガイドライン（2023年版）（意見募集
稿）」（以下、「2023年版ガイドライン」）を作成した。2023年版ガイドラ
インは 2023年 11月 16日に公布され、当月にパブリックコメント募集が行わ
れた。2023年版ガイドラインは 2020年版ガイドラインと比べて、章節を調
整、最新法規や行政機関の改革要件との整合を取り、管理の最適化と規定の詳

細化を行うことで、外貨業務の手続簡素化と利便性向上を図った。国内投資家

が留意すべき点として、国内居住者個人の特別目的会社にかかる外貨登記管理

規定は、旧ガイドラインよりも詳細に定められた。 
 
国家外貨管理局が 2014年に公布した「国内居住者の特別目的会社経由の海外
投融資と本国資金還流にかかる外貨管理の関連問題に関する通知」（匯発

[2014]37号。以下、「37号通達」）の規定により、国内居住者個人が「投融
資を目的として、国内居住者個人が合法的に保有している国内企業の資産・権

益、或いは国内居住者個人が合法的に保有している国外の資産・権益を用い

て、国外で直接設立したまたは間接的に支配している国外企業」（すなわち

「特別目的会社」）を通じて、国内で直接投資活動を行う場合、外貨管理を司

る行政機関がその登記管理を担当する。従って、国内居住者個人が国内外の適

法資産・権益を以て特別目的会社に出資する場合、相応の外貨登記手続きを行

わなければならない。 
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37号通達に掲載された資本項目外貨業務について、今回公布された 2023年版
ガイドラインは 2020 年版ガイドラインに対して適切な調整を行っており、特
別目的会社登記における真実性審査と情報開示要件を明確化するとともに、独

立の章節を設けて、補充登記手続きについて定めた。本 Tax Analysis では、
2023年版ガイドラインの変更点を整理し、私どもの所見を共有する。 
 
政策の変更点 
 
真実性審査と情報開示要件の明確化 
 
2023年版ガイドラインにおける条項改訂 
 
8.3 国内居住者個人の特別目的会社の外貨登記・変更登記・抹消登記 
 
審査の必要書類 
…… 
二、国内居住者個人の特別目的会社の外貨変更登記 
1.書面申請、「国内居住者個人の国外投資外貨登記表」（1式 2部）付 
2.旧「国内居住者個人の国外投資外貨登記表」と業務登記証憑 
3.国内居住者個人の身分証明文書 
4.変更事項に関する真実性証明書類 
 
審査原則 
一、国内居住者個人の特別目的会社の外貨登記 
…… 
4.……国内居住者個人は、直接設立したまたは直接支配している（即ち、「第
1階層」）特別目的会社のみに関する外貨登記を行う必要がある。 
…… 
7.銀行は、国内居住者個人の特別目的会社の外貨登記を取り扱う際、「国内居
住者個人の国外投資外貨登記表」に銀行業務専用印で捺印し、二部のうち一部

を審査用に保管し、一部を登記申請者に返還する。登記時に、銀行は備考欄に

融資会社と本国資金還流会社の名称、所在地などの情報を明記する必要があ

る。登記時点で関連情報が不明である場合、推定情報を記入し、将来、情報が

確定した後に変更することができる。 
 
二、国内居住者個人の特別目的会社の外貨変更登記 
…… 
5.変更登記時に、特別目的会社の投資ストラクチャーの内、融資会社と本国資
金還流会社に変更がある場合、銀行は備考欄における融資会社と本国資金還流

会社の記載情報を変更する必要がある。 
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2020年版ガイドラインに比べて、2023年版ガイドラインでは、「国内居住者
個人の特別目的会社の外貨変更登記」の「審査の必要書類」に、「変更事項に

関する真実性証明書類」が追加された。 
 
2023年版ガイドラインは、37号通達の規定を踏襲して、「国内居住者個人
は、直接設立したまたは直接支配している（即ち、「第 1階層」）特別目的会
社のみ外貨登記を行う必要がある」と定めた。また、2023年版ガイドライン
に、銀行での新規登記時または変更登記時の情報開示要件が追加されており、

即ち、銀行は「国内居住者個人の国外投資外貨登記表」の備考欄に融資会社と

本国資金還流会社の情報を明記しなければならない。当該情報開示要件の追加

から、本国資金還流の真実性に対する外貨管理局の注目度の向上が窺える。

2023年版ガイドラインの施行後、本国資金還流に関する情報をどの程度に、ど
のように開示すべきか（例えば、全ての出資階層にある国外特別目的会社の情

報を開示する必要があるか、また、どのように開示すべきかなど）について、

引き続き実務に留意し、所轄行政機関の見解と具体的な施策を把握する必要が

ある。 

解読と考察 
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二重身分を有する国内個人を国外個人とみなす規定の削除 
 
2023年版ガイドラインにおける条項改訂 
 
8.3 国内居住者個人の特別目的会社の外貨登記・変更登記・抹消登記 
 
審査原則 
一、国内居住者個人の特別目的会社の外貨登記 
…… 
2.「国内居住者個人」は、中華人民共和国居民身分証、軍人身分証明書、武装警察身分証明書を所持する中国公民のほ
か、中国国内の合法的な身分証明書を所持しないものの、経済的利益により中国国内に長期的に居住する国外個人を含

む。その内、「中国国内の合法的な身分証明書を所持しないものの、経済的利益により中国国内に長期的に居住する国

外個人」とは、パスポートを所持する外国籍公民（無国籍者を含む）及び港澳居民来往内地通行証、台湾居民来往大陸

通行証を所持する香港・マカオ・台湾居住者を指す。具体的には、下記の通りである。 
（1）中国国内で恒久的な住所を有するが、海外旅行・就学・治療・仕事・海外居住要求への対応などの要因で一時的に
恒久的な住所を離れ、これらの要因が解消した後、恒久的な住所に戻る自然人  
（2）国内企業の内資権益を保有する自然人 
（3）保有していた元の国内企業の内資権益が外資権益に変更されたが、この権益を依然として最終的に保有する自然人 
 
国内居住者個人が国外投資外貨登記を行う際に、合法的な身分証明書（居住者身分を証明する書類、パスポートなど）

を以て外貨登記を行わなければならない。また、外国人永久居留証などは、外貨登記に使用できない。  
 
パスポートを所持する外国籍公民（無国籍者を含む）及び港澳居民来往内地通行証、台湾居民来往大陸通行証を所持す

る香港・マカオ・台湾居住などの国外個人は、国内で国外投資外貨登記を行う際に、真実性証明書類（例えば、中国国

内で購入した不動産、内資権益などに関わる財産権利証明書類など）を提出し、審査を受ける必要がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「国内居住者個人の特別目的会社の補充外貨登記」章節の新規追加 
 
2023年版ガイドラインにおける条項改訂 
 
2.3 国内居住者個人の特別目的会社の補充外貨登記 
 
授権範囲  
 
国内居住者個人が国内の資産・権益を以て特別目的会社に出資する場合、国内企業の資産・権益の所在地の外貨管理局

にて国内居住者個人の特別目的会社の補充外貨登記を行わなければならない。複数の国内企業の資産・権益を以て出資

し、且つこれらの資産・権益が複数の外貨管理局の管轄下である場合、国内居住者はその中から主要な資産・権益を選

び、その所在地の外貨管理局にて補充外貨登記を行わなければならない。国内居住者個人が国外の合法的な資産・権益

を以て特別目的会社に出資する場合、戸籍所在地の外貨管理局にて補充外貨登記を行わなければならない。 
 
 
 
 
 
 

2020年版ガイドラインにおいて、「二重身分を有する国内個人は、国外個人とみなされる。前述の「二重身分を有
する国内個人」とは、中国国内の合法的な身分証明書と国外（香港・マカオ・台湾を含む）の合法的な身分証明書の

両方を所持する個人を指す。その内、「国外（香港・澳門・台湾を含む）の合法的な身分証明書」は通常、中国国外

の永久居留権を証明する書類を指す」と規定されている。2023年版ガイドラインでは、上述の規定が削除された。 

解読と考察 

解読と考察 
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一部の補充外貨登記における審査の必要書類と審査原則の変更 
 
2023年版ガイドラインにおける条項改訂 
 
2.3 国内居住者個人の特別目的会社の補充外貨登記 
 
審査の必要書類 
1.書面申請、「国内居住者個人の国外投資外貨登記表」（1式 2部）付 
2.国内居住者個人の身分証明文書 
3.特別目的会社の登記登録書類、及び株主或いは実質的な支配者の身分を証明する書類（例えば、株主名簿、 出資者名
簿など）  
4.国内外企業の意思決定機関による国外投融資の決議書 
5.国内居住者個人が国外投融資による国内企業の資産・権益を直接または間接に保有すること、又は国内居住者個人が
国外資産・権益を合法的に保有することに関する証明書類 
6.特別目的会社による本国資金還流に合法的な投資ストラクチャー（或いは潜在的な投資ストラクチャー）があること
を証明する書類 
7.融資の資金源を証明する書類（融資契約書、銀行取引明細書などを含む） 
8.特別目的会社への出資（国内の資産・権益の直接的或いは間接的な組み入れ、国外への出資を含む）に関する証明書
類 
9.特別目的会社及び本国資金還流会社のクロスボーダー収支に関する証明書類（ある場合） 
10.委託代理協議書と代理者の身分証明書（他人に委託する場合） 
 
審査原則 
1.国内居住者個人が国外で特別目的会社を設立し、その登記完了前に、特別目的会社の登録費用の支払い（海外支払い
を含む）のほか、当該特別目的会社に対してその他の出資（国内の資産・権益の直接的或いは間接的な組み入れ、国外

への出資を含む）を行い、且つ特別目的会社による本国資金還流に合法的な投資ストラクチャー（或いは潜在的な投資

ストラクチャー）がある場合、国外特別目的会社の補充登記を外貨管理局に申請し、申請書に出資状況と出資事由を詳

細に説明しなければならない。 
…… 
4. 国内居住者個人が国内外の適法資産・権益を以て特別目的会社に出資したが、規定通りに国外投資外貨登記を行わ
ず、関連主体が外貨管理規定に違反した疑いがある場合、外貨管理局は法律に従って対処しなければならない。 
…… 
 
8.3国内居住者個人の特別目的会社の外貨登記・変更登記・抹消登記 
 
審査原則 
一、国内居住者個人の特別目的会社の外貨登記 
…… 
4. 国内居住者個人は、登記前に国外で特別目的会社を設立できるが、登録完了前に、特別目的会社の登録費用の支払い
（海外支払いを含む）を除き、当該特別目的会社に対してその他の出資（国内の資産・権益の直接的或いは間接的な組

み入れ、国外への出資を含む）を行ってはならない。さもなければ、本ガイドラインの「2.3国内居住者個人の特別目的
会社の補充外貨登記」に基づき外貨管理局で手続を行う必要がある。 
…… 
 

37号通達では、「国家外貨管理局及びその支局（以下、「外貨管理局」）は合法性、合理性などの原則に基づき国
内居住者個人の特別目的会社の補充外貨登記を実施する」と明確に定められた。特別目的会社の外貨登記に関するす

べての規定を 1つの章にまとめた 2020年版ガイドラインと比べて、2023年版ガイドラインは、特別目的会社の補
充外貨登記に関する規定を独立の章節（即ち、「2.3国内居住者個人の特別目的会社の補充外貨登記」）にまとめ、
実務上問題が多発した補充外貨登記にガイドラインを提供した。 
 
上記の変更により、国内居住者個人の特別目的会社に関する補充外貨登記は指定の外貨管理局で、新規登記、変更登

記と抹消登記は銀行で手続きを行う必要があることが明確化された。業務の授権範囲に関する記述は、2020年版ガ
イドラインと比べて、より明確なものとなっている。 
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まとめ 
 
国内投資家によるクロスボーダー資本流動は、プロジェクトの性質・規模によって、複数の行政機関（例えば、発展改

革委員会、商務部、外貨管理局など）から審査を受ける可能性があり、それに伴い、関連するコンプライアンス義務が

発生する可能性がある。国内居住者個人の視点から見て、クロスボーダー資本流動に関するルール及び管理体制は発展

途上であり、行政機関は制度の模索において慎重な態度を取っている。37号通達と資本項目外貨業務ガイドラインから
なる国内居住者個人の特別目的会社の外貨登記制度は、国内個人の国外投融資に対する外貨管理分野における数少ない

具体的なルールの一つであり、これを「国内個人が合法的に国外直接投融資業務を展開する際の指針」と認識する見解

も存在する。上述を受けて、37号通達に定められた特別目的会社の外貨登記義務をどのように履行すべきかは、国内投
資家にとって注目すべき課題である。 
 
2023年版ガイドラインでは、本国資金還流の真実性審査と情報開示要件が強化されている。上述の政策方針は 2023年
版ガイドラインの細則の公布と実施に伴い、将来の実務に反映されることが想定される。2023年版ガイドラインの最終
版はまだ公布されていないが、国外投融資と本国資金還流を計画している個人投資家は、意見募集稿を閲覧する上で、

将来の政策変更によってもたらされる登記手続きと投融資計画への影響を分析し、外貨管理等の政策の動向に留意し、

対応策を講じることが推奨される。また、2023年版ガイドラインに対してコメント又はアドバイスがある場合、適切な
ルート（例えば、専門機関又は所轄の行政機関）を通じて企業側の要望を伝えることが推奨される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

前述の通り、37号通達では、「外貨管理局は合法性、合理性などの原則に基づき国内居住者個人の特別目的会社の
補充外貨登記を実施する」と規定されている。2020年版の業務ガイドラインでは、「国内居住者個人が国内外の適
法資産・権益を以て特別目的会社に出資したが、規定通りに国外投資外貨登記を行わなかった場合、外貨管理局に説

明書を提出して事由を詳しく説明した後、外貨管理局は個別案件業務集団審査制度に従って審査を実施する上で補充

登記を実施する。外貨管理規定に違反した疑いがある場合、法律に従って行政処罰を与える」と規定されている。過

去の実務から見ると、合法性・合理性原則に関する詳細な説明がなく、改善の余地があった。実務上、補充登記をス

ムーズに実施できない可能性があり、補充登記を順調に完了できるか否かは不透明であった。 
 
2023年版ガイドラインでは、補充登記が求められる状況として、「特別目的会社の登録費用の支払い（海外支払い
を含む）のほか、当該特別目的会社に対してその他の出資（国内の資産・権益の直接的或いは間接的な組み入れ、国

外への出資を含む）を行い、且つ特別目的会社による本国資金還流に合法的な投資ストラクチャー（或いは潜在的な

投資ストラクチャー）がある場合」と明確に規定されている。2020年版ガイドラインと比べて、2023年版ガイドラ
インでは、本国資金還流の投資ストラクチャーに対する注目度が高まり、補充登記が求められる状況の記述がより明

確になっており、将来における本国資金還流の投資ストラクチャーに関する補充外貨登記に寄与することが期待され

る。 
 
補充登記における審査の必要書類について、2020年版ガイドラインと比べて、2023年版ガイドラインでは、本国資
金還流に関する書類（例えば、「特別目的会社による本国資金還流に合法的な投資ストラクチャー（或いは潜在的な

投資ストラクチャー）があることを証明する書類」、「特別目的会社及び本国資金還流会社のクロスボーダー収支に

関する証明書類」）の提出要求が追加されており、本国資金還流の真実性に対する外貨管理局の注目度の向上が窺え

る。 

解読と考察 
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